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入札説明書 

 

 三陸中部森林管理署の令和 8 年度造林事業に係る入札公告に基づく一般競争入

札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

 

 

１ 公告日  令和 8 年 7 月 １日 

 

２ 支出負担行為担当官等 

    分任支出負担行為担当官 三陸中部森林管理署長 岩間 由文 

     

３ 事業概要 

 （１）事 業 名  造林事業請負（橋野第一地区・地拵・植付外） 

 

 （２）作業場所    岩手県釜石市橋野町字橋野第一国有林 372 ほ 2 林小班 

 

 （３）事業内容  地拵 3.53ha 植付 3.53ha シカ食害対策剤 3.53ha 

 

 （４）事業期間  契約締結日の翌日から令和 8 年 12 月 15 日まで 

 

  （５）本事業は、令和 8 年度国有林野事業における競争参加資格確認資料の簡

素化対象事業である。 

 

 （６）本事業の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システ

ムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入

札に参加することができる。 

 

４ 競争参加資格要件等 

 本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とします。 

（１）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。）

第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必

要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

 

（２）令和 07･08･09 年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格の「役務 

の提供等（その他）」）を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の

等級区分を定めた競争参加資格に関する公示（令和７年１月 31 日）によっ

て決定された等級が本事業に対応している者は、自己の等級より下位への

入札及び自己の等級より上位への入札に参加できる。 

なお、林業労働力の確保の促進に関する法律（平成 8 年法律第 45 号）第

5 条第 3 項に基づく認定を受けている事業主（以下「認定事業主」という。）

が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場

合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業実績（国有

林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが

完了した事業実績）を有している者であること。 

この事業の等級は、C 等級である。 
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 （７）配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており、技

術者の資格のいずれか（次に掲げる（ア）から（コ）まで）を有している

こと。 

技術者の資格とは、以下のとおり 

（ア）技術士（林業、森林土木、林産） 

（イ）林業技士（林業経営、林業機械、森林土木、森林評価） 

（ウ）グリーンマイスター（基幹林業技能士） 

（エ）グリーンワーカー（林業技能作業士） 

（オ）ニューグリーンマイスター（基幹林業作業士） 

（カ）フォレストマネージャー 

（キ）フォレストリーダー 

（ク）フォレストワーカー（林業作業士） 

（ケ）青年林業士 

（コ）1 級林業技能士又は 2 級林業技能士 

 なお、上記の資格を有する者がいない場合、平成 23 年 4 月 1 日以降

（過去 15 年間（入札公告日の属する年度含まない））に、入札公告の

事業又は同種の事業（国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下

請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの

（事業規模の大きいもの）のうち次の優先順位（①現場代理人として経

験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。）に基づくこと。）に

３年以上従事している者であること。  

 また、配置予定技術者の、同種事業に３年以上従事していることを証

明するための契約書又は従事したことが証明できる書類等を「３ヶ年

度」分（年度毎に１件）添付すること。 

 

（８）労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置できる

こと。 

     （ア）チェンソーを使用する作業 

① 改正前労働安全衛生規則第３６条第８号又は第 8 の 2 特別教育の

修了者については、伐木等の義務（基発第０２１４第９号第２の１特

別教育（補講））を受講済者であること。 

② 改正後労働安全衛生規則第３６条第８号修了者であること。 

   （イ）刈払機を使用する作業 

「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について

（昭和６０年２月１９日付け基発第９０号厚生労働省通達）に基づく

刈払機を使用できる者であること。 

 

 （９）競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）、競争参加資格確

認資料（以下「資料」という。）の提出期限の日から開札の時までの期

間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定

について」（昭和５９年６月１１日付け５９林野経第１５６号林野庁長

官通知）又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停

止等措置要領」（平成２６年１２月４日付け２６林政政第３３８号林野

庁長官通知）に基づく指名停止を受けていないこと。 
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います。 

詳細については、林野庁ホームページをご覧下さい。 

    造林事業請負予定価格積算要領 

     （http://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html） 

 

 

（８）森林整備事業における熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の試

行について 

本公告は上記試行の対象事業であり、別添、特記仕様書及び下記の林

野庁ホームページを参照すること。 

造林事業請負 

（https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html） 

(９) 安全確保に資する衛星携帯電話の利用に関する試行について 

本公告は上記試行の対象事業であり、別添、特記仕様書及び下記の林野

庁ホームページを参照すること。 

造林事業請負 

（https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html） 

 

（10）本公告に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載している

ので、ダウンロードのうえ作成、提出すること。 

ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル > 造林事業請負様

式類 

（https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/zourinjigyou_youshiki.html） 

 

 








